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令
和
６
年
10
月
分
と
11
月
分
の

児
童
手
当
を
12
月
10
日（
火
） 

に

指
定
口
座
へ
振
り
込
み
ま
す
。
受

給
者
の
皆
さ
ま
は
入
金
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

　
今
回
が
児
童
手
当
の
制
度
改
正

後
の
初
回
支
給
日
で
す
。
以
後
、

偶
数
月
の
お
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

※「第3子以降」とは、大学卒業年代まで（22歳の誕生日後の最初の3月
31日まで）の養育している児童のうち、３番目以降をいいます。

12
月
10
日（
火
）

児
童
手
当
支
給
日 

入
金
の
ご
確
認
を

通
知
書
を
送
付
し
て
い
ま
す

　
制
度
改
正
に
よ
り
新
規
認
定
と

な
る
方
と
受
給
額
が
変
更
と
な
る

方
に
は
11
月
中
に
通
知
書（
認
定

通
知
書
、
額
改
定
通
知
書
等
）を

郵
送
し
て
い
ま
す
。
内
容
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

注
制
度
改
正（
新
規
認
定
、
増
額
）

の
対
象
と
思
わ
れ
る
方
で
通
知

書
が
届
か
な
い
場
合
は
、
こ
ど

も
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
お
子
さ
ま
の
出
生
な
ど
、
世
帯

員
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
児
童
手
当
の
手
続
き
が
必

要
で
す
。
忘
れ
ず
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。　
　

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
こ
ど
も
係（

32
）３
１
１
４

宝
く
じ
の
助
成
金
に
よ
り

備
品
を
整
備
し
ま
し
た

宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
に
つ
い
て

自
分
に
合
っ
た「
新
し
い
心

遣
い
包
装
」を
実
践
し
よ
う

「
御
代
田
町
公
式
L
I
N
E
」

　
　
　

 

と
も
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

町
公
式
L
I
N
E
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
防
災
情
報
、

暮
ら
し
の
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
各
種
申
し
込

み
な
ど
、
便
利
な
機
能
も
実
装
し
て
い
き
ま
す
。

12月納期の主な町税・使用料など（納期限までに納めましょう）

納 期 限

1225
水
曜
日

◦上水道使用料（12月期分）
　　大口11月使用分・一般10・11月使用分

◦下水道使用料（12月期分）
　　大口11月使用分・一般10・11月使用分（町営水道区域）
　　一般8・9月使用分（佐久水道区域）

◦農集排使用料（12月期分）
　  8・9月使用分
◦個別排水使用料（12月期分）
　  10・11月使用分

◦町県民税（4期分）
◦国民健康保険税（7期分）
◦後期高齢者医療保険料（6期分）
◦介護保険料（6期分）
◦保育料（12月分）
◦町営住宅使用料（12月分）
◦下水道負担金（3期分）

令和６年10月27日執行  衆議院議員総選挙

当日の有権者数 13,771人 
投票者数 7,618人 
有効投票数 7,356票 
無効投票数 262票 

投票率 55.32％ 

井出　ようせい  候補 3,266票 
神津　たけし 　 候補 4,090票

※掲載は届け出順

小選挙区選出議員選挙開票結果

当日の有権者 13,771人
投票者数 7,619人
有効投票数 7,438票
無効投票数 181票

投票率 55.33％

日本維新の会 448票
公明党 805票
参政党 254票
社会民主党 145票
日本共産党 538票
立憲民主党 2,137.111票
国民民主党 797.888票
れいわ新選組 618票
自由民主党 1,695票

※0.001票は按分切り捨て

比例代表選出議員選挙開票結果

　
宝
く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業

で
あ
る
、
公
益
財
団
法
人
長
野
県

市
町
村
振
興
協
会
の
地
域
活
動
助

成
事
業
を
活
用
し
、
御
代
田
町
消

防
団
の
備
品
を
宝
く
じ
に
よ
る
助

成
金
で
整
備
し
ま
し
た
。

　
贈
答
品
を
贈
る
時
に
相
手
へ
の

心
遣
い
と
し
て
特
別
な
包
装
を
選

ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
受
け
取

る
側
に
な
っ
て
み
る
と
過
剰
な
包

装
で
な
く
て
も
い
い
の
に
と
思
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
年
末
は

贈
り
物
が
増
え
る
時
期
で
す
。
商

品
が
、
必
要
以
上
に
紙
や
発
砲
ス

チ
ロ
ー
ル
等
で
包
ま
れ
て
い
る

「
過
剰
包
装
」に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。

　
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
で
過
剰
包

装
で
な
く
て
も
想
い
は
伝
わ
り
ま

す
。
次
の
よ
う
な
例
で「
新
し
い

心
遣
い
包
装
」を
実
践
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

・
簡
易
包
装
を
選
ぶ

・
風
呂
敷
や
巾
着
、
エ
コ
バ
ッ
ク

な
ど
再
使
用
で
き
る
包
装
に
す

る
・
環
境
に
配
慮
し
た
包
装
と
梱
包

を
選
ぶ

・
簡
易
包
装
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
カ
ー

ド
を
添
え
る

・
贈
り
手
、
受
け
取
り
手
の
間
で
、

事
前
に
簡
易
包
装
へ
の
意
識
を

共
有
す
る

問
い
合
わ
せ
先

県
庁　
環
境
部
資
源
循
環
推
進
課

0
2
6（
2
3
5
）7
1
8
1

　
長
野
県
で
は
、
令
和
３
年
７
月

に
静
岡
県
熱
海
市
で
発
生
し
た
土

石
流
災
害
を
踏
ま
え
て
施
行
さ
れ

た「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等

規
制
法（
通
称
：
盛
土
規
制
法
）」

に
基
づ
く
規
制
区
域
を
指
定
す
る

た
め
、
基
礎
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

〈
盛
土
規
制
法
の
概
要
〉

　
盛
土
等
に
よ
り
人
家
や
そ
の
他

の
保
全
対
象
に
被
害
を
及
ぼ
す
可

能
性
の
あ
る
区
域
を
長
野
県
知
事

が
指
定
し
ま
す
。
規
制
区
域
内
で

一
定
の
盛
土
等
を
行
う
場
合
は
、

許
可
申
請
等
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

〈
規
制
の
開
始
時
期
〉

　
令
和
７
年
５
月
予
定

　
詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
企
画
財
政
課
地
域
振
興
係

（
32
）３
１
１
２

▲消防用ホース

▲小型ポンプ等　

問
い
合
わ
せ
先

長
野
県
建
設
部
都
市

・
ま
ち
づ
く
り
課

0
2
6（
2
3
5
）7
2
9
7

F
A
X 

0
2
6（
2
5
2
）7
3
1
5

規制区域
の種別 宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域

区域の
イメージ

市街地や集落など、人家や
建築物がまとまって存在し
ているエリア

地形条件等から保全対象に
危害を及ぼす可能性がある
エリア

規制対象
盛土高２ｍ超
盛土又は切土の面積500㎡
超など

盛土高５ｍ超
盛土又は切土の面積3,000
㎡超など

児童の年齢 児童手当の額
（１人当たり月額）

３歳未満 15,000円
（第３子以降は30,000円）

３歳以上
高校卒業前

10,000円
（第３子以降は30,000円）
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